
 

 

 

 

 

学校給食費の改定について 

 

１．経 過 

学校給食費は、学校給食法第１１条の規定に基づき、食材費については保

護者の負担としております。 

  本市では、平成２１年４月に学校給食費を改定して以来、今日に至ってお

りますが、この間、食材費の変動に応じ、栄養価を維持するために、食材や

献立などの変更により給食費の抑制を図ってまいりました。 

しかしながら、平成２６年４月から消費税率が現在の５％から８％に引き

上げになることから、食材等による給食費の抑制は大変困難な状況となって

まいりました。 

このため、今後も安全で安心な食材を使い、栄養バランスのとれた質の高

い給食費を維持するために、次のとおりに学校給食費を改定するものです。 

 

 

２．食材費の推移 

（１）主な食材費の推移（対平成２１年度比較） 

 

 

（２）平成２１年度（前回改定時）からの食材費の推移 

 H22 H23 H24 H25 平均値 

平成２１年度に対する割合 103% 103% 103% 104% 103% 

教育委員会２月定例会

その他（２）



（３）対平成２１年度比較グラフ 

 

 

 

３．改定内容 

   消費税率引き上げ分３％＋食材費上昇分３％＝６％  

    （百円未満切り捨て） 

 現 行 改定額 改定後 率 

小学校 
3,900 円 200 円 4,100 円 5％ 

白浜養護（小学部） 

白浜養護（中・高等部） 4,600 円 200 円 4,800 円 4% 

 

 

４．実施時期 

    平成２６年４月 

                               以 上  


